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状況

○支出先：都道府県、特定独立行政法人等
○使途の把握状況：毎年度事業終了後に提出される実績報告書により実施状況を確認し対象外経費の支出があった
場合には、返還を求める等の措置を講じている。

見直しの
余地

「医療観察法の施行後５年を経過した場合において、この法律の規定の施行の状況について国会に報告するととも
に、その状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その検討の結果に基づいて法制の整備その他の所要
の措置を講ずるものとする。」と規定しており、本年７月に５年を経過することから、国会への報告による検討結果に基
づいて、必要な対応を行うこととしている。
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一部改善（執行状況を予算要求に反映）

本事業については、心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律に基づく必要な事業ではあ
るが、毎年度恒常的に不用が生じていることから、予算と執行の乖離の要因等を精査し、予算の縮減をすること。

総事業費(執行ベース) 6,416 1879 4,896

執行率 69% 38% 69%

執行額 6,416 1,879 4,896

23年度要求

予算額(補正後） 9,337 4,882 7,047 9,525 8,034

事業概要
（5行程度以
内。別添可）

医療観察病棟建設予定の都道府県、特定独立行政法人等を対象に、施設整備事業費（新病棟、改修病棟）、設備整
備事業費（医療観察病棟に必要な医療機器、医療用器具など）を負担するとともに、指定入院医療機関の運営（医療
観察病棟運営経費、入院対象者移送費、医療観察病棟開設準備経費など）に必要な経費を１０／１０国が負担してい
る。

実施状況

＜平成21年度＞
○施設整備費　　１７ヶ所（国関係７ヶ所、都道府県関係１０ヶ所）
○設備整備費　　１０ヵ所（国関係４ヵ所、都道府県関係６ヵ所）
○運営費　　　　　２４ヵ所（国関係１４ヵ所、都道府県関係１０ヵ所）

予算の状況
（単位:百万円）

19年度 20年度 21年度 22年度

根拠法令
（具体的な
条項も記載）

心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った
者の医療及び観察等に関する法律（第102条）

関係する計
画、通知等

心神喪失者等医療観察法指定入院医療機関施設・
設備整備費の国庫負担について（平成22年3月31日
厚生労働省発障0331第42号）

事業の目的
（目指す姿を簡
潔に。3行程度

以内）

心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者に対し、継続的かつ適切な医療を行うことにより、その病状の改善及
びこれに伴う同様の行為の再発防止を図り、もって社会復帰を促進すること。

担当部局庁 障害保健福祉部 担当課室
精神・障害保健課
医療観察法医療体制整備推進室

針田　哲

会計区分 一般会計 上位政策 精神保健事業に必要な経費

事業番号 514

　　　　　　　　　　　　　行政事業レビューシート　　　　(厚生労働省)

予算事業名
心神喪失者等医療観察法指定入院医療機関
整備等

事業開始
年度

平成１７年度 作成責任者



資金の流れ
(資金の受け取
り先が何を行っ
ているかについ
て補足する)
(単位:百万円)

（独）国立病院機構 （独）国立病院機構 （独）国立病院機構

東京都 東京都 東京都

鹿児島県 鹿児島県 鹿児島県

茨城県 岡山県 山梨県

山梨県 静岡県 群馬県

岡山県 神奈川県 神奈川県

埼玉県 群馬県 静岡県

群馬県 長野県

長野県 岡山県

神奈川県 大阪府

1,350百万円

Ａ自治体等(17) 3,510百万円

（内訳）

Ｂ自治体等(10) 153百万円

運営費

749百万円

（内訳）（内訳）

32百万円

697百万円

厚生労働省

4,896百万円

施設整備費 設備整備費

都道府県、特定独立行政法人に対する交付決定

Ｃ自治体等(24) 1,233百万円

27百万円

25百万円

20百万円

154百万円

107百万円

224百万円

337百万円

435百万円

6百万円

2百万円

386百万円

46百万円

32百万円

25百万円

17百万円

16百万円

42百万円

7百万円

4百万円

3百万円

新病棟、改修病棟

医療観察病棟に必要な医療機器、医

療用器具など

医療観察病棟運営経費、入院対象者

移送費、医療観察病棟開設準備経費

など

41百万円

13百万円

91百万円



計 0 計 0

D. H.

費　目 使　途 金　額
(百万円）

費　目 使　途 金　額
(百万円）

計 692 計 0

運営費 松籟荘病院分等 692

C.（独）国立病院機構 G.

費　目 使　途 金　額
(百万円）

費　目 使　途 金　額
(百万円）

計 42 計 0

設備整備費 琉球病院分等 42

B.（独）国立病院機構 F.

費　目 使　途 金　額
(百万円）

費　目 使　途 金　額
(百万円）

計 1,350 計 0

費　目 使　途 金　額
(百万円）

施設整備費 琉球病院分等 1,350

費目・使途
（「資金の流れ」
においてブロッ
クごとに最大の
金額が支出さ
れている者に
ついて記載す
る。使途と費目
の双方で実情
が分かるように

記載）

A.（独）国立病院機構 E.

費　目 使　途 金　額
(百万円）


